
京丹後市地域防災計画
修正概要

令和５年３月

京丹後市
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【資料３－２】



計画の概要

目 的

京丹後市地域防災計画は、災害
対策基本法第４２条に基づき、市
防災会議条例に定める委員によっ
て構成される「京丹後市防災会
議」が作成する計画である。

この計画は、市内において災害
の発生により生じる市民等の生命、
身体及び財産等に対する脅威や損
害を軽減するため、予防・応急対
策・復旧・復興計画を定め、安全
で安心して暮らせるまちの実現を
めざすものである。

計画の修正

市地域防災計画は、災害対策基
本法等の関係法令の改正による国
や府の防災計画等と整合を図り、
これまでから修正を加えてきてい
る。

今回の修正は、国の施策及び京
都府地域防災計画等の改正・修正、
さらには京丹後市における防災施
策を踏まえた内容としている。
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主な修正概要①

１ 国の施策を踏まえた修正等

⑴「令和３年７月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方
（報告）」を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 6～7

住民の適切な避難行動の促進に向けた対応、市町村による避難情報の
適切な発令に向けた対応

⑵防災気象情報の改善等に伴う市避難情報発令基準の改定 ☞☞☞ 8

キキクル（危険度分布）の配色の改善（うす紫と濃い紫の「紫」統合、
「黒」（特別警報）の新設、発令対象区域の絞り込み

２ 京都府地域防災計画等の修正を踏まえた修正等

⑴「関西防災・減災プラン」の改訂を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 9～10

関西広域連合「帰宅困難者ＮＡＶＩ（ナビ）」の運用、国の「物資調
達・輸送調整等支援システム」を活用した円滑な救援物資の要請
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主な修正概要②

⑵女性等多様な視点を踏まえた防災対策の推進 ☞ ☞ ☞ 11

「女性等多様な視点での防災対策意見交換会」における意見の反映

⑶災害情報の発信・広報 ☞ ☞ ☞ 12～13

平時からの災害情報のオープン化に向けた取組、多様化・多重化した
情報発信手段の整備の締結

⑷新型コロナウイルス感染症対策に係る京丹後市避難所運営マニュアル
改定に伴う修正 ☞ ☞ ☞ 14

大規模災害時における新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の
避難所への円滑な避難に向けた情報共有等連携体制の確立
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主な修正概要③

３ 市の施策等を踏まえた修正

⑴「大規模災害時における停電復旧の連携等に関する基本
協定」締結に伴う改定 ☞ ☞ 15

⑵避難所における情報発信・受信設備の整備 ☞ ☞ 16

４ 時点修正

市の災害履歴・気象など、最新データに更新（資料なし）

《参考資料》

「令和３年７月からの一連の豪雨災害」の概要 ☞ ☞ 17～25
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１ 国の施策を踏まえた修正等

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 10、11、18、19

震災対策計画編 7、8

【背景】
令和3年7月からの一連の豪雨災害

を受けて、住民の避難行動や市町村
による避難情報の適切な発令につい
て検討が行われ、令和4年2月に「令
和3年7月からの一連の豪雨災害を踏
まえた避難のあり方について（報
告）が公表された。

【内容】
激甚化・頻発化する災害の中、一

人一人の状況に即した避難情報の発
令は困難であり、避難の最終判断は
個人に委ねられることから、住民は、
「自らの命は自らが守る」意識を持
ち、主体的に避難行動をとることが
必要。
こうした住民主体の防災意識の定

着は、一朝一夕に成し得るものでは
なく、災害文化を醸成する機運を高
めていくために、粘り強く持続的に、
地域において防災に関する教育と啓
発活動を続けていく。また、早期に
避難の実効性を高める取り組みも重
要である。
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⑴「令和３年７月からの一連の豪雨
災害を踏まえた避難のあり方（報
告）」を踏まえた改定

【市の取り組み】
広報京丹後（６月号・7月号）、市ホームページ、市CATV等を活用して、

避難行動について市民への周知を図っている。また、地域防災リーダー研修会
の開催や水害リスクのある地域に対して、避難行動タイムラインの作成の推進
を図るなど、地域における防災教育のほか、小中学校へ災害備蓄物資の配布を
行い、防災教育の支援を行っている。

【計画の反映】
防災知識普及計画、自主防災組織整備計画、避難計画

住民の適切な避難行動の促
進に向けた対応



１ 国の施策を踏まえた修正等

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 13

震災対策計画編

【背景】
令和3年7月からの一連の豪雨災害

を受けて、住民の避難行動や市町村
による避難情報の適切な発令につい
て検討が行われ、令和4年2月に「令
和3年7月からの一連の豪雨災害を踏
まえた避難のあり方について（報
告）が公表された。

【内容】
行政は、平時からの防災教育と啓

発を通じて、住民の「自らの命は自
らが守る」意義の徹底を図るととも
に、災害時には、住民が主体的な避
難行動をとれるよう全力で支援する
ことが重要である。特に、避難情報
の発令は、住民の生命を守るための
災害時における市町村長の重大な使
命であることから、住民主体の防災
対策への転換が必要であることを行
政がしっかりと理解した上で、避難
情報が適切に発令できるよう、市町
村の人材育成や専門家等から市町村
への支援の充実を図ることにより、
災害対応力を向上することが重要で
ある。 7

⑴「令和３年７月からの一連の豪雨
災害を踏まえた避難のあり方（報
告）」を踏まえた改定

【市の取り組み】
災害の警戒段階から発災後に至る重要な局面で、的確かつ迅速な判断・指示

を行えるよう、災害対応力の強化を図るための研修や、危機管理意識の一層の
向上を図り、災害等の危機事態において、リーダーシップを十分発揮するため
のセミナー等、国が主催する研修会を積極的に受講し、適切な避難情報を発令
するための情報の取得やスキルアップに取り組んでいる。

【計画の反映】
避難等に関する計画、緊急避難に関する計画

市町村による避難情報の適
切な発令に向けた対応



１ 国の施策を踏まえた修正等

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 4、5、18

震災対策計画編

【背景】
住民の皆様の適切な避難の判断・

行動につながるよう、防災気象情報
の伝え方を改善するため、「防災気
象情報の伝え方に関する検討会」に
おいて、令和３年度にかけて課題や
改善策が検討され、その検討結果を
踏まえ、防災気象情報の改善の取組
が実施された。

【内容】
洪水警報（危険度分布）に警戒レ

ベル５相当の「災害切迫」（黒）を
新設するとともに、警戒レベル４相
当を「危険」（紫）に統合。また、
発令対象区域は、①防災気象情報の
切迫度の高まりと②災害リスクのあ
る区域等の両方が重なりあった場所
に発令することとなるが、居住者等
に発令対象区域を伝達する際には、
居住者等が理解しやすいよう、また
危機意識をより強く持つことができ
るよう、できるだけ細分化した「地
区名」と合わせて伝達することとし
た。 8

⑵防災気象情報の改善等に伴う市避
難情報発令基準の改定

キキクル（危険度分布）の
改善、発令対象区域の絞り
込み

【計画への反映】
気象等観測・予報計画



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 24

震災対策計画編 8

【背景】
大規模地震等により公共交通機

関が運行を停止した場合の混乱を
抑制するとともに、外出被災者の
安全確保を図るため、関西広域連
合、構成団体、大規模集客施設や
鉄道事業者等の関係機関など、官
民が連携して取り組むため、令和
元年9月に「関西広域帰宅困難者
対策ガイドライン」が示された。

【内容】
本ガイドラインを踏まえ、大規

模災害発災時に、徒歩帰宅者が円
滑に帰宅できるよう、出発地と目
的地を入力するだけで、徒歩帰宅
ルートや沿道の災害時帰宅支援ス
テーション等をインターネット上
の地図で確認できる「関西広域連
合 帰宅困難者 NAVI（ナビ）」が
作成され、公開された。
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⑴「関西防災・減災プラン」の改訂
を踏まえた改定

【市の取り組み】
市内ガソリンスタンド事業者等と「災害時における帰宅困難者に対する

支援等に関する協定」を結び、被災者等に対して、ラジオ、テレビ等で知
り得た情報等を提供するとともに、給油所を一時休憩所として、水道水及
びトイレを提供することとしている。

【計画への反映】
観光客保護・帰宅困難者対策計画

関西広域連合「帰宅困難者
ＮＡＶＩ（ナビ）」の運用

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等

帰宅困難者ＮＡＶＩ（ナビ）



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 10

震災対策計画編 6

【背景】
平成30年７月豪雨災害におけ

る政府の物資支援においては、避
難所への物資到着状況の把握や避
難所ニーズの集約が困難であった
ことなどが課題とされ、国・自治
体・避難所の担当者が、これらの
情報を一元的に管理・共有できる
システムの構築が必要、とされた。

【内容】
国と地⽅公共団体の間で、物資

の調達・輸送等に必要な情報を共
有し、調整を効率化することで、
迅速かつ円滑な被災者への物資⽀
援を実現する「物資調達・輸送調
整等⽀援システム」が令和2年4
月に運用が開始された。

①避難所及び物資拠点状況管理
②物資⽀援要請
③物資在庫管理
④調達・輸送状況管理
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⑴「関西防災・減災プラン」の改訂
を踏まえた改定

【市の取り組み】
本システムを活用し、市備蓄物資の在庫情報を登録し、発災時に必要な

物資の⽀援⼿法を⼀⽬で判断し、災害発⽣時の初動対応を円滑化し、不要
な調達や余剰物資の発⽣を防⽌する体制に取り組んでいる。

【計画への反映】
食料・生活必需品確保計画

国の「物資調達・輸送調整
等支援システム」を活用し
た円滑な救援物資の要請

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等 物資調達・輸送調整等支援システム 運用イメージ



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 23

震災対策計画編 16

【背景】
東日本大震災をはじめとするこれま

での災害では、様々な意思決定過程へ
の女性等の参画が十分に確保されず、
ニーズの違いなどが配慮されないと
いった課題が生じました。
こうした観点から、国の「防災基本

計画」「男女共同参画基本計画」「避
難所運営ガイドライン」が策定され、
女性の参画の育成等を図る際、女性の
参画の促進に努めることとされた。

【内容】
防災会議の委員や自主防災組織等の

防災リーダーとして、女性の参画の促
進に努める。また、指定避難所の運営
における女性の参画を推進するととも
に、多様なニーズの違い等男女双方の
視点等に配慮するものとする。また、
災害の応急復旧に関して、女性の意見
を反映できるよう配慮するものとする。
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⑵女性等多様な視点を踏まえた防災
対策の推進

【市の取り組み】
防災会議委員２４人中、女性委員を７人任用し、防災に関する政策・方針決定過程

と防災の現場における女性の参画を拡大（女性の割合R3年度１９．0％⇒R4年度２
９．２％）。また、地域防災リーダー研修会の際、避難所等における女性の参画を呼
びかけた。

【計画への反映】
自主防災組織等整備計画、避難所開設・運営計画

「女性等多様な視点での防
災対策意見交換会」におけ
る意見の反映

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 6

震災対策計画編 4

【背景】
今後、国内で大規模な震災が危

惧されており、防災に対する意識
がますます高まっている。
このような中、市民に対し、平

時から非常時に関する情報発信を
行うことで、平時から災害時に備
えた防災意識向上を図ることがで
きる可能性があると考えられる。

【内容】
府HP 「きょうと危機管理

WEB 」にリンク先を掲載し、そ
こから誰でも防災情報等を取得で
きる仕組みを構築。一般向けに広
く公開し、京都府との協議を経ず
して防災情報取得を可能にする。
また、「オープンデータ専用サー
バ」 による防災情報のオープン化
として、独自のアプリやシステム
を所有する市町村や民間事業者に
対して情報提供する仕組みを構築
する。
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⑶災害情報の発信・広報

平時からの災害情報のオー
プン化に向けた取組

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等

【計画への反映】
情報通信連絡網の整備計画



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 6

震災対策計画編 4

【背景】
豪雨や台風等の自然災害が発生

した場合、市民に避難指示等の防
災情報を迅速かつ的確に伝達する
ことは、災害から住民の安全を守
る上で極めて重要であることから、
災害時における住民への情報伝達
を的確に行うため、地域の実情に
応じて、防災行政無線をはじめと
する様々な災害情報伝達手段を整
備し、情報伝達体制を構築してい
る。

【内容】
災害時における住民への確実な

情報伝達のため、複数の災害情報
伝達手段を組み合わせるとともに、
一つ一つの災害情報伝達手段を強
靱し、携帯電話の緊急速報メール、
事前登録によるメール、ＳＮＳ、
ホームページ、アプリケーション、
Ｌアラート等を活用した、多様化、
多重化した情報発信手段の整備が
なされた。 13

⑶災害情報の発信・広報

多様化・多重化した情報発
信手段の整備の締結

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等

【市の取り組み】
『京丹後市ケーブルTV』や『京丹後市公式ＬI ＮＥ』を活用し、防災情

報・避難情報を発信する仕組みを整備している。また、FMたんごとの災
害時応援協定において、災害時には情報をラジオ放送することとしている。

【計画への反映】
情報通信連絡網の整備計画



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 13

震災対策計画編 5

【背景】
原則、 災害の発生が予想される

場合の自宅療養者の避難について
は、 宿泊療養施設等への避難を促
すこととしていたが 、自宅療養者
が増加していることから、今後の
災害発生時においては、府で準備
する宿泊療養施設等及び市町村の
避難所の双方において、自宅療養
者の避難先を 確保することとされ
た。

【内容】
感染症対策を踏まえた避難所運

営マニュアルの更新、マニュアル
に基づいた市指定避難所及び地区
避難所における訓練の実施、感染
症対策物品の配備を進めるととも
に、新型コロナウイルスによる自
宅療養者及び濃厚接触者専用の避
難所を設置することとし、自力で
避難が困難な方の避難所への搬送
等を行うこととしている。

14

⑷新型コロナウイルス感染症対策に
係る京丹後市避難所運営マニュア
ル」改定に伴う改定

【計画への反映】
避難等に関する計画

避難所における新型コロナ
ウイルス感染症への対応を
踏まえた修正

２ 京都府地域防災計画等の修正を
踏まえた修正等 避難所における感染症対策（訓練実施）



新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 21

震災対策計画編 14

【背景】
市内での地震及び風水害・雪害等

による大規模災害の発生時や、その
備えとして平時のうちから相互に連
携、迅速かつ的確に対応することに
より、市民生活の早期復旧に資する
ことを目的に、地方自治体と電力会
社との協力体制の一層の強化するた
めの応援協定を締結した。

【内容】
令和4年10月、「大規模災害時に

おける停電復旧の連携等に関する基
本協定」の締結により、京丹後市内
で地震及び風水害・雪害等による大
規模災害が発生した場合、市は、市
道上交通の妨げとなる電力設備を撤
去することができるようになり、ま
た、関西電力送配電株式会社は、市
道上の倒木等を撤去するなどの道路
啓開が可能となることで、迅速な停
電対応を行うことができるように
なった。

15

⑴「大規模災害時における停電復旧
の連携等に関する基本協定」締結に
伴う改定

災害時応援協定の締結を踏
まえた改定

３ 市の施策等を踏まえた改定

【計画への反映】
通信施設・電気施設防災計画、電気施設応急対策計画

大規模災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定【概要】

項目 内容
連絡体制の確立
<3-1>
市管理道路上の支
障物（電力設備）
除去
＜3-2＞

道路上の障害物除
去作業の要請

関西電力送配電㈱は、早期の復旧作業のために、京丹後市に対して
必要な箇所の道路上の障害物除去作業を要請できるものとし、京丹
後市はその要請に協力する。

＜3-3＞ （農道、林道、私道等に対するご協力のお願い）

電源車の配置

＜3-4＞

京丹後市と関西電力送配電㈱は連絡体制を確立し、停電情報等の必
要な情報の共有に努める。
京丹後市と関西電力送配電㈱は、関西電力送配電㈱が所有する設備
が、京丹後市の管理する道路の通行に支障をきたした場合は、相互
連携して通行の確保にあたる。

関西電力送配電㈱は、停電の仮復旧のための電源車について、復旧
見通しおよび仮復旧箇所の重要性・緊急性等を総合的に勘案して配
置先を決定し、京丹後市または京都府と適宜協議を行う。

関西電力送配電の復旧要員派遣が困難な場合、

関西電力送配電が技術員を派遣し安全確認を

行った上で、市が作業を行うことができる。

停電復旧のために早期に工事車両の通行が必要

な場合、関西電力送配電が必要最小限の除去作

業を行うことができる。

関西電力送配電の除去要員派遣が困難な場

合、関西電力送配電が技術員を派遣し安全

確認を行った上で、市が作業を行うことができる。

京丹後市が協力

京丹後市が協力

関西電力送配電㈱が協力

※一部抜粋



３ 市の施策等を踏まえた改定

新旧対照表（ページ番号）

一般計画編 13

震災対策計画編 5

【背景】
東日本大震災時は、ツイッターなど

のSNSが地域情報の取得、伝達に貢
献したが、その後、熊本地震ではス
マートフォンを利用してSNSから情
報収集を行う割合は約50%となり、
大きく利用率を伸ばした。SNSの普
及が進んだことで、災害時においても
住民が地域に密着した情報を取得、伝
達しやすくなっただけでなく、住民か
ら発信された情報を活用して被害状況
の把握や救助活動に役立てる取組みも
始まり、災害時の情報収集・伝達にま
つわる環境は大きく変化している。

【内容】
災害における情報発信・収集を行う

ため、インターネット環境がない指定
緊急避難場所、指定避難所、福祉避難
所の公衆Wi-Fi環境を整備（アクセス
ポイント、モバイルWi-Fiルータ）し、
公衆無線LANを活用した情報発信・
受信を行うとともに、避難所用のタブ
レット端末を配備する。 16

⑵避難所における情報発信・受信設
備の整備

指定避難所等の公衆Wi-Fi
環境整備、タブレット端末
の配備

【計画への反映】
避難等に関する計画、情報通信連絡網の整備計画
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間人
降水量(mm)

気温（℃）
風速（m/s）

合計 1時間最

大

10分間最

大
平均風速 最大風速 最大瞬間

風速
8月13日(金) 91.0 15.0 4.0 22.2 2.7 8.4 12.3
8月14日(土) 111.0 15.0 3.0 21.5 2.9 9.0 13.8
8月15日(日) 18.5 7.5 2.0 22.9 3.2 8.0 12.6

峰山
降水量(mm)

合計 1時間最

大

10分間最

大
8月13日(金) 93.5 21.5 11.0
8月14日(土) 135.0 20.0 5.0
8月15日(日) 22.0 13.5 2.5

8月14日 4時25分 大雨・洪水警報発表
8月14日 4時25分 災害警戒本部設置
8月14日 6時00分 避難情報発令（警戒レベル３ 高齢者等避難）

市内全域 ２２，９４７世帯 ５３，０３６人
8月14日 6時55分 避難情報発令（警戒レベル４ 避難指示）

対象 福田川・新庄川 （７地区）１，２４４世帯 ２，８５２人
川上谷川 （７地区） ３６８世帯 ８７７人

計 （１４地区）１，６１２世帯 ３，７２９人
8月14日 8時05分 避難情報発令（警戒レベル４ 避難指示）

対象 竹野川・鱒留川（１１地区）３，２６０世帯 ７，５３９人
8月15日 10時05分 避難所閉鎖
8月15日 17時00分 災害警戒本部閉鎖

○気象データ

○時系列データ



25

25

避難所数 指定避難所 地区避難所 合計
指定 地区 世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数

峰山 ９ １ ８ ８ １ １ ９ ９
大宮 ８ ０ １ ３ ０ ０ １ ３
網野 １１ ０ ９ １６ ０ ０ ９ １６
丹後 １１ ０ ２ ２ ０ ０ ２ ２
弥栄 ７ ０ １ １ ０ ０ １ １
久美浜 １５ ２１ ６ １２ １ １ ７ １３
計 ６１ ２２ ２７ ４２ ２ ２ ２９ ４４

○避難者状況 （延べ）

建設関係
(国・府含む)

農林関係 建物被害
人的
被害

その他 合計 特記事項
道路

河川
水路

農・林
道

水路
等

田畑
床下
浸水

床上
浸水

建物
被害

峰山町 12 9 4 8 0 0 0 1 0 12 46
市施設雨漏り2、便槽雨水
流入6、土砂崩れ1、水道3

大宮町 5 2 1 2 0 0 0 1 0 8 19
市施設雨漏り1、便槽雨水
流入3、水道4

網野町 7 13 2 0 4 0 0 0 0 10 36
市施設雨漏り1、便槽雨水
流入4、土砂崩れ3、水道1、
停電1

丹後町 6 0 1 2 0 0 0 0 0 2 11
便槽雨水流入1、土砂崩れ
1

弥栄町 16 4 5 1 4 1 0 0 0 6 37 土砂崩れ2、水道4

久美浜町 6 6 1 8 0 1 0 0 0 1 23 土砂崩れ1

小計 52 34 14 21 8 2 0 2 0 39 172

合計 86 43 4 0 39 172

○被害状況一覧表


